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　冬になり本格的に雪が積もり始

めると、「寒いから」「道路がすべ

るから」と家の中で１日を過ごす

ことが多くなりがちではありませ

んか？そんな冬こそ、ちょっと外

に目を向けて、運動を始めてみま

せんか？健康運動指導士があなた

に合った運動プログラムを作りア

ドバイスします。

　ご希望の方は、3カ月間を目標

に運動メニューに沿って、ゆとろ

で運動を継続できますので、「一

人では続かない」という方にもお

すすめです。

　また、保健師・栄養士も健康づ

くりのお手伝いをします。

▼��　生活習慣病予防やダイ

エットのために運動を始めたい方。

▼��　1月23日（金）、2月20日

（金）、3月19日（金）

▼��　9 時30 分～１１時３０分

（指定時間を連絡します。）

▼��　ゆとろ（西町）

▼��　運動プログラム作成とア

ドバイス、体重・体脂肪・血圧測

定、柔軟性・持久力などの体力測

定。（必要者には栄養相談を実施。）

▼�����　福祉課保健サービ

ス係保健師（「ゆとろ」内・�３－

２３４６）
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身体障害者手帳「第１種」または

療育手帳「A」判定の交付を受けて

いる方

▼������①身体障害者手帳

または療育手帳　②自動車検査証

③運転免許証　④印鑑（申請者が

障害者手帳所持者であれば不要。）

⑤ETCカード　⑥ＥＴＣ車載器

セットアップ申込書・証明書（⑤

⑥はETC利用者のみ。）

��������福祉課福祉係

（「ゆとろ」内 ・�3－3019）

　なお、割引制度を利用される方で

ETC車載器をお持ちの方は、申請す

ることにより（財）道路サービス機

構などから10,000円の助成（先着順）

が受けられます。

▼���　（財）

道路サービス機

構ETC車 載 器 購

入助成係(� 03－

5458－5569）

　平成16年度の建設工事・設計等

や一般物品購入などの入札参加資

格審査申請（中間年申請）を受け

付けします。

▼����　納税証明書（法人税
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か法人事業税、消費税及び地方消

費税の写し。町内業者は法人住民

税）など。

▼����　2月2日（月）～13日

（金）まで（土・日曜、祝日は除く）

▼����　９時～１７時

▼����　役場小会議室

▼����
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　北海道土木協会(札幌市中央区

北4条西4丁目ニュ一札幌ビル)で

販売の用紙を使用してください。

��������	
��	


��������	


　財政課管財係に備え付けていま

す。また、町のホ一ムぺ一ジでも

用紙がダウンロードできます。

▼������　財政課管財係（�

3－2331）
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　障害者に対する有料道路（高速

道路含む）通行料金の割引制度の

主な改正内容を、お知らせします。

①「障害者有料道路通行料金割引

　証綴」が平成16年5月31日で使　

用できなくなりますので、継続　

を希望する方は、この日までに　

新たな申請手続きが必要です。

②有効期限が設定され、申請時か

　ら2回目の誕生日までの期限と

　なります。

③手帳に新たに有効期限などの記

　載がされ、高速道路料金支払時

　に係員に提示することで、料金

　割引（半額）が受けられます。

④ETC（自動料金支払システム） 

　の利用も可能になります。上記

　同様、申請手続きが必要です。

▼������������～身

体障害者手帳の交付を受けている

　老人保健法受給者や町老（マル

老）・道老受給者が、1カ月の医療

費の自己負担額が高額になり、一

定の該当要件を満たしている場合

には、自己負担限度額を超えた額

を受給することができます。

▼����　老人保健法受給者～

受給対象者へ郵送の「申請書」に

必要事項を記載の上、窓口に持参

してください。（領収書は添付不要）

町老（マル老）・道老受給者～領収

書・印鑑・金融機関（郵便局を除

く）の通帳・健康保険者証・受給

者証を持参してください。

▼������　福祉課福祉係

（「ゆとろ」内・�３－3019）　 
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国保加入者の所得金額の合計が３３万円以下 
対象世帯
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例） 年金収入のみ173万円以下の世帯
例） 給与収入のみ98万円以下の世帯

均等割（１人当り）    22,400円
平等割（１世帯当り） 　22,400円

医療分
軽減額

均等割（１人当り） 　　4,060円
平等割（１世帯当り） 　3,500円

介護分

世帯主を除く国保加入者数×２４万５千円＋３３万円以下 
対象世帯
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例）　３人世帯　所得金額が８２万円以下の世帯
例）　５人世帯　所得金額が１３１万円以下の世帯

均等割（１人当り） 　　16,000円
平等割（１世帯当り） 16,000円

医療分
軽減額

均等割（１人当り） 2,900円
平等割（１世帯当り) 　2,500円

介護分

国保加入者数×３５万円＋３３万円以下 
対象世帯
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例）　３人世帯　所得金額が１３８万円以下の世帯
例）　５人世帯　所得金額が２０８万円以下の世帯

均等割（１人当り） 　　6,400円
平等割（１世帯当り） 　6,400円

医療分
軽減額

均等割（１人当り） 　　1,160円
平等割（１世帯当り） 　1,000円

介護分

　道央肝炎友の会と北海道難病連

では、｢肝がん｣の早期発見のため

の集団検診を行っています。この

機会に是非、受診してください。

▼��　

�Ｂ型・Ｃ型肝炎または、肝硬変

　患者、肝炎ウィルス感染者、輸

　血歴のある方

�血縁関係のある家族に肝がん・

　肝硬変患者がいる方

�血液製剤の使用経験がある方

▼��　１月３１日（土）・２月１日

（日）　９時～１４時

▼����　北海道難病連（札幌

市中央区南４条西１０丁目）

▼����　超音波検査・血液検

査・専門医による療養相談など。

▼���　6,000円

▼��　300人

▼����　1月１４日（水）～２１

日（水）10時～16時

▼�����　道央肝炎友の会事

務所 （�011－685－0268）
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　ただし、２割軽減を受ける方は

申請書の提出が必要となります。

▼��　

国保年金

係（�3－

2467）　

　国民健康保険税には、低所得者

に軽減措置があり、対象者には軽

減後の税額を通知しています。　 

　公的年金制度は国民の義務とし

て全ての人が加入することになっ

ており、個人が任意で加入し積み

立てを行う個人年金とは役割が異

なります。公的年金制度のなかっ

た時代の高齢者は、子供の扶養な

どによって老後生活を送っていま

したが、現在は少子高齢化と核家

族化が進み子供に頼ることが難し

くなってきているため、年金が老

後の暮らしを大きく支えていま

す。公的年金制度は高齢者の年金

の支払いに必要な財源を現役世代
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　１月14日・２8日の水曜日
　役場1階国保年金係へお気　
軽にお越しください。
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��　札幌北社会保険事務所
��　１月20日（火）
　　　１０時～１５時
��　商工会館（錦町）

が負担する「世代と世代の支え合

い」の仕組み、いわゆる「世代間

扶養」で成り立っています。つま

り、皆さんが納める保険料と国庫

負担を合わせたお金が現在のお年

寄りの生活を支え、やがて歳を

とったときには次の世代の人たち

の納める保険料と国庫負担金が皆

さんを支えてくれる仕組みとなっ

ており、若いときに納めた保険料

が将来の安心となって返ってくる

のです。

　また、公的年金制度は、老後の

生活のほかに、病気やケガなどに

より障害の状態になったときや、

家族を残して亡くなったときなど

も自分や家族の生活を保障してく

れる制度です。自分自身の将来の

ためだけでなく社会全体のための

大切な年金です。公的年金制度に

加入し保険料を納めることは国民

の義務であることをご理解下さ

い。
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